
第６ 章 整備事業の推進

第１ 節 今後のスケジュ ール案

国指定史跡名越切通における 整備に向けた事業計画（ 案）を以下に示す。

図 整備に向けた事業計画（ 案）
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第２ 節 今後の課題

最後に、 国指定史跡名越切通における 今後の整備計画策定に向けて残さ れた課題・ 問題点を整理

する 。

１ ． 崩落対策の実施について

切通路においては現在も 崖面の崩落が進んでおり 、 切通の保存管理や公開活用の安全性を考えた

場合、 早急な対策が必要である 。 安全対策は本来、 整備計画の中で位置づけら れ、 検討さ れる べき

課題である が、 最も 重要な緊急案件と し て崩落対策を至急検討する 必要がある 。

卭䛂䠄௬ ⛠ 䠅ᔂ ⴠ ᑐ ⟇ ᳨ ウጤ ဨ  䛃ཬ 䜃ᖹ ᡂ 年度設置予定の「（ 仮称）国指定史跡名越切通整備

委員会」 へ引き 継ぐ 。

２ ． 発掘調査の実施について

指定地内には、 切通、 ま んだら 堂やぐ ら 群、 大切岸など の性格の異なる 遺構が分布し ている が、

こ れま で遺構の性格を明ら かにする に至る 発掘調査は行われていない。整備計画を策定する 際には、

遺構の分布や年代、 性格を把握する こ と が大前提である こ と から 、 指定地の公開活用エリ ア全域を

対象と し た試掘確認調査を実施し 、 整備計画策定に着手する 。 整備工事の実施にあたっては必要な

発掘調査を行う 。

調査の具体的な実施箇所・ 規模・ 手法等については、「（ 仮称）国指定史跡名越切通整備委員会」

の組織の中に遺跡調査に関する 部会を設ける など し て、 検討する 必要がある 。
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３ ． 史跡の追加指定について

昭和 年の追加指定の際に、 指定にあたる 遺構が確認さ れていながら 指定に至ら なかった区域が

ある ので、 その区域についての追加指定を再検討する 必要がある 。 対象エリ アと し ては、 指定地の

中央部で細く なっている と こ ろの南西側に位置する 「 六老僧やぐ ら 」 を含むやぐ ら 群地域及び大切

岸前面の平場が該当する 。

４ ． 公開活用の具体的な方向性について

本報告書でも 若干の記述をし ている が、 史跡の公開活用についての具体的な方向性（ 遺構の公開

方針、 遺構の展示方法、 施設計画、 園路計画、 企画・ 運営計画など ） については、 発掘調査及び崩

落対策の検討結果をも と に十分な検討が必要である 。

なお、遺構の適正な維持管理を目的と し て植生をコ ント ロ ールする ための間伐などを行う 場合や、

ま んだら 堂やぐ ら 群などの公開にあたっては、 ボラ ンティ アの活用など 市民参加によ る 手法も 検討

する 必要がある 。
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５ ． 鎌倉市と の連携について

国指定史跡名越切通は鎌倉市と の市境を越えて立地し ている が、 本来同一である 史跡を現在の行

政境界で分割し て扱う こ と は望ま し く ないため、 整備に必要な各種調査を鎌倉市と 共同で実施し た



り 、 調査成果の情報交換をする など 、 協力体制を密にする 。 整備計画を策定する 際には、 動線計画

や便益施設等の設置にあたり 適切な役割分担を行う など、 整備に整合性を持たせる 必要がある 。

ま た、 史跡名越切通を含んだ「 古都鎌倉の寺院・ 神社ほか」 の世界遺産登録に向けた動向を踏ま

えて整備内容を検討する 。


	第6章　整備事業の推進
	第1節　今後のスケジュール案
	第2節　今後の課題


